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○八女市小学校の児童及び中学校の生徒の就学の援助に関する要綱

平成２年４月２４日

決裁

改正 平成１６年３月２４日決裁

平成１９年３月２３日決裁

平成２７年１０月２７日決裁

（目的）

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基

づき、八女市立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びに八女市に住所

を有し、かつ、八女市立の小学校及び中学校以外の小学校及び中学校に通学する

児童及び生徒のうち、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に対し、必要

な援助を与え義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

（平２７．１０．２７・一部改正）

（援助を必要と認める者）

第２条 就学援助を必要と認める者は、前条に規定する児童及び生徒の保護者（八

女市に住所を有する者に限る。）で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保

護者（同法第１３条の規定により、その児童又は生徒に係る教育扶助が行われ

ている場合の保護者である者を除く。）

（２） 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

（平１９．３．２３・一部改正）

第３条 前条第２号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の範囲

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１） 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する者

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項に基づく市町村

民税の非課税

ウ 地方税法第３２３条に基づく市町村民税の減免

エ 地方税法第７２条の６２に基づく個人の事業税の減免

オ 地方税法第３６７条に基づく固定資産税の減免
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カ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条に基づく

国民年金の掛金の減免

キ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条に基づく保険料の

減免又は徴収の猶予

ク 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条に基づく児童扶養手

当の全部支給

ケ 世帯更正貸付補助金による貸付

コ 児童又は生徒と生計を一にする者全員の収入の合計額が、生活保護法によ

る保護基準額の１．３倍未満である世帯の者

（２） 前各号の規定にかかわらず、特に校長意見等により教育委員会（以下「委

員会」という。）が援助の必要を認めた者

（平１９．３．２３・一部改正）

（申請手続）

第４条 援助を受けようとする者は、就学援助申請書を委員会に提出するものとす

る。

（認定）

第５条 委員会は、保護者の提出した就学援助申請書を第３条各号と照合審査し、

校長意見並びに福祉事務所長及び民生委員の助言を求めて認定するものとする。

（認定の通知）

第６条 委員会は、援助の必要を認定したときは校長へその旨通知し、認定しなか

った者についてはその旨を申請者に通知する。

（援助の方法）

第７条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによること

ができないとき、これによることが適当でないとき又はその他援助の目的を達す

るために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

（援助の範囲）

第８条 援助の範囲については、それぞれ関係法令等に準ずるものとする。

（平１９．３．２３・一部改正）

（援助費を支給する期間）
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第９条 援助費を支給する期間は、委員会がその支給を認定した日の属する月から

当該学年の末日までとする。

（援助の停止）

第１０条 委員会は、援助を必要とする事由が消滅したと判定したときは、援助を

停止し、速やかに、学校長及び保護者へその旨を通知する。

（補則）

第１１条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成２年５月１日から施行する。

附 則（平成１６年３月２４日決裁）

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月２３日決裁）

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年１０月２７日決裁）

この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。


